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核燃料物質の使用等に関する規則等の改正を踏まえた 

今後の使用変更許可申請等の手続について 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日  

原子力規制庁原子力規制部 

研究炉等審査部門使用担当 

 

令和 5年 5月 31 日に原子力規制委員会で決定された核燃料物質の使用等に関

する規則等の改正1を踏まえ、今後の使用変更許可申請等の手続について、以下

のとおり対応をお願いします。 

 

１．使用（変更）許可申請について 

（１）使用の許可を受けようとする非該当使用施設2 

  ・申請時に「使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

整備に関する説明書」の添付書類は不要 

 

（２）使用の許可を変更しようとする非該当使用施設 

○申請書に「（変更後における）使用施設等の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する説明書」が添付されていない非該当使用施設

（令和 2年 4月以降に使用変更許可を受けていない非該当使用施設） 

・今後の申請時に当該添付書類は不要 

 

○申請書に「（変更後における）使用施設等の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する説明書」が添付されている非該当使用施設

（令和 2年 4月以降に使用変更許可を受けている非該当使用施設） 

 ・申請書本文の記載内容と当該添付書類で違いが生じる可能性があるため、

今後の申請時に当該添付書類を削除することを推奨 

・ただし、申請書本文の記載内容と当該添付書類で違いが生じた場合であっ

ても、当該添付書類を削除するだけの使用変更許可申請はせず、他の事項

の使用変更許可申請時にあわせて当該添付書類を削除することを推奨 

 

 
1 核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する規則（令和 5年原子力規制委員会規則第 3号。令和 5年 6 月 28

日施行。）及び令第 41 条非該当使用施設等の廃止措置計画の審査基準（令和 5 年 5月 31 日改正。令和 5 年 6月 28 日施

行。） 
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令 324 号）第 41 条で定める核燃料物質

を使用しない事業所 
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２．廃止措置計画（変更）認可申請について 

（１）廃止措置計画の認可を受けようとする非該当使用施設 

  ・申請時に「廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」の 

添付書類は不要 

 

（２）廃止措置計画の認可を変更しようとする非該当使用施設 

○申請書に「廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」が

添付されていない非該当使用施設（令和 2年 4月以降に廃止措置計画変更

認可を受けていない非該当使用施設） 

・今後の申請時に当該添付書類は不要 

 

○申請書に「廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」が

添付されている非該当使用施設（令和 2年 4月以降に廃止措置計画変更認

可を受けている非該当使用施設） 

 ・申請書本文の記載内容と当該添付書類で違いが生じる可能性があるため、

今後の申請時に当該添付書類を削除することを推奨 

・ただし、申請書本文の記載内容と当該添付書類で違いが生じた場合であっ

ても、当該添付書類を削除するだけの廃止措置計画変更認可申請はせず、

他の事項の廃止措置計画変更認可申請時にあわせて当該添付書類を削除

することを推奨 

 

３．その他 

今回の規則等の改正により、非該当使用施設の使用変更許可等の申請におい

て、申請者に、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整

備に関する説明書等の添付を求めないこととなりましたが、品質管理に係る審

査基準は変更となっていないため、核燃料物質の使用に係る品質管理は引き続

き実施する必要があります。 
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（使用許可申請書の様式における具体例） 

 

 

 

 

本規則改正により非該当使用施設は「１２－４．使

用施設等の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する説明書」の添付が不要となっ

た。 

今後の使用変更許可申請における当該部分の記載の

仕方としては、「該当なし」と記載するか、当該説明

書の欄に斜線を引くこと。 

「１０．使用施設等の保安のための業務に係る品質

管理に必要な体制の整備に関する事項」は、これま

でと同様記載が必要。 

当該内容については、全ての使用者が令和 2 年 6 月

までに届出をしている内容であり、届出の記載内容

を変更する場合は、変更後の内容を記載し申請する

こと。 

変更がない場合は、届出の記載内容を記載すること。 


